




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日置市 国民健康保険 からのお知らせ 
令和５年３月９日発行 

Hioki100 情報 

高額療養費とは、同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、 

自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。 
 

本市国民健康保険において、対象となる被保険者の負担を軽減することを目的に、

高額療養費の申請手続きが簡素化（自動償還）されます。 

 令和５年１月診療分以降 については、一度申請することにより、次回以降

の高額療養費は申請することなく、登録いただいた口座に振り込みます。 

「高額療養費の申請手続きが簡素化」されます 

※ただし、「国民健康保険税の滞納がある場合」や「指定した金融機関の口座に高額療養費の 

振り込みができなくなった場合」などに該当するときは、振り込みができないことがあります。 

 

● 申請手続き ● 

【申請に必要なもの】 

 ・国民健康保険高額療養費支給申請書【自動償還】 

・申請に来る方の身分証明書（免許証、個人番号カード等） 

・世帯主のマイナンバーが分かるもの（個人番号カードまたは通知カード） 

・預金通帳（世帯主の名義） 

〇 令和４年12月診療分までは、これまでと同様、案内書類・領収書・通帳などを 

  持っての申請となりますのでご注意ください。 

 

限度額適用認定証とは 
窓口での支払いが高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療 
機関に提示するものです。 

 

「マイナンバーカードを健康保険証」として 

利用できる医療機関などでは限度額適用認定証の提示が不要に！ 

これまでは 事前に市役所で申請し、限度額認定証の準備が必要でした。 

これからは マイナ保険証の提示で、市役所での手続きが不要となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産割の廃止や税率の改定などが議会で可決されました。 

鹿児島県内における国民健康保険税の算定方法の統一に向けて税率を改正いたしました。 

 

 

 

  ◎会社に勤めることが決まって社会保険に加入したとき 

【手続きに必要なもの】新しい社会保険の保険証 
 

  ◎会社を辞めたとき、社会保険から脱退したとき 

【手続きに必要なもの】社会保険の喪失連絡票 

「社会保険に加入したときも脱退したときも」 

市役所での手続きが必要です。 

●お問い合わせ先● 

①②③ 本庁    健康保険課 国民健康保険係 ℡ ２４８-９４２１（直通） 

    東市来支所 地域振興課 健康保険係   ℡ ２７４-２１１３（直通） 

    日吉支所  地域振興課 健康保険係   ℡ ２９２-２１１３（直通） 

    吹上支所  地域振興課 健康保険係   ℡ ２９６-２１１３（直通） 

  ④ 本庁    税務課   保険管理係   ℡ ２４８-９４１２（直通） 

「令和５年度からの国保税率」について 

 

所得割はそのままで、資産割は廃止に。 

１人あたりでかかる均等割、世帯ごとにかかる平等割で 

 廃止となった資産割分を支える内容になっているんだね… 

令和４年 令和５年 令和４年 令和５年 令和４年 令和５年

所得割 8.70% 8.70% 3.30% 3.30% 2.30% 2.30%

資産割 15.70% 廃止 5.90% 廃止 5.50% 廃止

均等割 21,500円 23,000円 8,000円 8,500円 7,000円 7,500円

平等割 20,500円 22,000円 7,500円 8,000円 4,500円 5,000円

医療分 支援分 介護分








